
  
保護者 殿 

鹿児島県立鹿屋工業高等学校長  
    

 
出席停止における疾病通知について 

  
インフルエンザなどの学校伝染病にかかった場合、学校保健安全法に基づき、本人の休養と

他の生徒へのまん延・流行を防ぐため、学校は出席停止の措置をとることになっています。 

医師により、学校伝染病と診断された場合、下記の疾病通知書を主治医に記入していただき、

保健室まで提出するようお願い致します。 

※ 学校伝染病については裏面をご覧になりご確認ください。 

※ インフルエンザに関しては、処方された薬の説明文のコピー、または，その他証明でき

る文書でも構いません。 

 
 

主治医 殿 
お手数とは存じますが、下記にご記入いただき、保護者へお渡しいただきますよう、お願

い申し上げます。 
 

疾 病 通 知 書 
鹿児島県立鹿屋工業高等学校   科 年 組番号  氏名 

診断名  

療養必要期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 
（   ）日間 

備考  

 
上記のとおり通知します 

 
令和  年  月  日       
医療機関名             
医 師 名            

 
 
 

※ 担任は確認の上、コピーを保健室へ提出してください。 
 
                   学級担任名                    



      学 校 伝 染 病 と そ の 出 席 停 止 期 間 に つ い て 
 種類 出席停止の期間の基準 

第

１

種 

エボラ出血熱 

感染源となりうる期間は原則入院 
治癒するまで出席停止 
 
 
  

 

クリミア・コンゴ出血熱 
ペスト 
マールブルグ病 
ラッサ熱 
急性灰白随炎 
ジフテリア 
重症急性呼吸器症候群（SARS） 
痘そう 
南米出血熱 
鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１） 

第

２

種 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで 
新型コロナウイルス感染症 発症した後５日を経過し、かつ症状軽快後１日を経過するまで 
百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の抗菌性物質製剤による治

療が終了するまで 
麻疹 解熱した後３日を経過するまで 
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日間を経過し、

かつ全身状態が良好になるまで 
風疹 発疹が消失するまで 
水痘 すべての発疹が痂皮化（かさぶた）するまで 
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後２日を経過するまで 
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

第

３

種 

腸管出血性大腸菌感染症 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

認めるまで 

コレラ 
細菌性赤痢 
腸チフス 
パラチフス 
流行性角結膜炎 
急性出血性結膜炎 

そ

の

他

の

伝

染

病 

条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患例 
溶連菌感染症 抗生剤治療開始後２４時間を経て全身がよければ登校可能，長

くても初診日と翌日を出席停止にすればよい 
ウイルス性肝炎 A 型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。Ｂ、Ｃ型肝炎の無

症状病原体保有者は登校可能。 
伝染性紅斑（りんご病） 発疹期には感染力はほとんどなく登校可能。 
手足口病 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停

止となるが、症状の安定した者は登校可能。 
ヘルパンギーナ 手足口病に準ずる 
マイコプラズマ感染症 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能。 
流行性嘔吐下痢症 
(感染性胃腸炎) 

下痢・嘔吐症状の回復後，全身状態が良い者は登校可能。 

通常出席停止の措置が必要ないと考えられる疾患例 
アタマジラミ 
水いぼ（伝染性軟疣） 
伝染性濃痂疹（とびひ） 

 

 ※出席停止基準については、学校医その他の医師の判断による。 


